
第２２期 第１６回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和４年１１月２１日（月） 
１３：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）漁業法第183条の規定に基づく農林水産大臣による権限の行使 

   について（諮問）                     ・・・ P１～２ 

（２）農林水産大臣管轄漁場における海区漁場計画の作成に関する 

基本方針（案）について（協議）           ・・・ P３～５ 

（３）農林水産大臣管轄漁場における漁業権漁業の資源管理の状況等 

の報告について（報告）                  ・・・ P６～８ 

（４）佐賀県知事管轄漁場における漁業権漁業の資源管理の状況等の 

報告及び漁業法第91条第1項に基づく指導について（諮問）   ・・・ P９～２９ 

（５）有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関する協定書 

について（協議）                     ・・・P３０～３７ 

（６）漁業許可方針（案）について（諮問）            ・・・P３８～４６ 

小型機船底びき網漁業（長柄じょれん船びき漁業） 

雑魚三重流し刺網漁業 

（７）その他 

 

３ 閉    会  
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免許番号： 有共第1号
漁業権者： 佐賀県有明海漁業協同組合 報告日：

報告の対象期間：
所属及び担当者氏名：本所 指導課  糸山 亮平

組合員行使権者数行使者数（人）操業日数（日） 漁獲量(kg)
あさり漁業（養殖を除
く）

1,789 1 3 3

はまぐり漁業 1,789 7 68 166
かき漁業（養殖を除く） 1,789 3 26 455
しおふき漁業 1,789 0 0 0
あかがい漁業 1,789 0 0 0
もがい漁業（養殖を除く） 1,789 6 40 2000
はいがい漁業 1,789 0 0 0
にし漁業 1,789 4 8 65
まてがい漁業 1,789 0 0 0
ばい漁業 1,789 0 0 0
あげまき漁業（養殖を除く） 1,789 0 0 0
うみたけ漁業（潜水器を除く）1,789 0 0 0
からすがい漁業 1,789 0 0 0
たいらぎ漁業（潜水器を 1,789 0 0 0
うみほうずき漁業 1,789 0 0 0
しゃみせんがい漁業 1,789 0 0 0
くまさるぼう漁業（養殖を除く）1,789 0 0 0
しゃこ漁業 1,789 1 42 60
たこ漁業 1,789 9 246 82
いそぎんちゃく漁業 1,789 0 0 0
餌むし漁業 1,789 0 0 0
あおのり漁業 1,789 0 0 0

行使権者数について

令和３年度 資源管理の状況等の報告

令和4年7月21日
令和３年４月１日〜令和４年３月３１日

１ 資源管理の状況等

（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）

（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）

・漁業権行使規則の取組実績

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施している取組

・その他の取組

・行使規則の遵守

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥

・資源保護の為、佐賀県有明海区において委員会指示により採捕禁止となっている魚種
並びに資源量が著しく減少している魚種の採捕の自主的見送り
・有明水産振興センターによる定期、臨時モニタリングによる赤潮情報を生産者へ周知

第
一
種
共
同
漁
業
権

（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）

（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）

佐賀県有明海区漁業調整委員会指示により採捕禁止の

２ 漁場の活用の状況
漁業種類 備考

行使規則により、権利を有する者の資格として、住所要件を満たす「個人の組合員」であることとなっている為、漁

佐賀県有明海区漁業調整委員会指示により採捕禁止の
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
佐賀県有明海区漁業調整委員会指示により採捕禁止の
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）

（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）

（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
（操業可能期間 1月1日から12月31日まで）
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免許番号： 有共第1号
漁業権者： 佐賀県有明海漁業協同組合 報告日：

報告の対象期間：
所属及び担当者氏名： 本所 指導課  糸山 亮平

組合員行使権者数行使者数（人）操業日数（日） 漁獲量(kg)
建干網漁業 3 3 0 0
江切網漁業 1 1 0 0
潟羽瀬漁業 11 9 518 1233
桝網漁業 0 0 0
竹羽瀬漁業 2 2 2 0
あみもじ網漁業 78 76 584 21351
こうもり網漁業 37 36 60 326
こうで四つ手網漁業 15 15 139 236.2
待網漁業 62 60 1066 2310
三尺網漁業 13 13 20 250
かにかご漁業 17 14 76 1081
いかかご漁業 4 4 7 3
むつごろううけ漁業 12 12 197 1137
あなごかご漁業 29 21 212 1150
うなぎかご漁業 18 19 50 35
はぜかご漁業 22 20 228 1250

第
二
種
共
同
漁
業
権

行使者なし

漁業種類 備考

令和３年度 資源管理の状況等の報告

令和4年7月21日
令和３年４月１日〜令和４年３月３１日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施している取組
・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥

・その他の取組

・資源保護の為、佐賀県有明海区において委員会指示により採捕禁止となっている魚
種並びに資源量が著しく減少している魚種の採捕の自主的見送り
・有明水産振興センターによる定期、臨時モニタリングによる赤潮情報を生産者へ周
知

２ 漁場の活用の状況
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免許番号： 有共第２号、第３号
漁業権者： 佐賀県有明海漁業協同組合 報告日：

報告の対象期間：
所属及び担当者氏名： 本所 指導課  糸山 亮平

組合員行使権者数行使者数（人）操業日数（日） 漁獲量(kg)

第
三
種
共
同
漁
業
権

築磯漁業 1,789 3 30 0

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施している取組
・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥

・その他の取組
・資源保護の為、佐賀県有明海区において委員会指示により採捕禁止となっている魚種
並びに資源量が著しく減少している魚種の採捕の自主的見送り
・有明水産振興センターによる定期、臨時モニタリングによる赤潮情報を生産者へ周知

２ 漁場の活用の状況
漁業種類 備考

令和３年度 資源管理の状況等の報告

令和4年7月21日
令和３年４月１日〜令和４年３月３１日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第一種区画漁業権（ノリひび建て養殖）
報告対象期間 令和3年9月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

柵数
（柵）

張込可能
柵数

行使率
(%)

水揚枚数
（千枚）

点検結果 評価

第1001号 ひび建養殖 0 0 1,740 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1002号 ひび建養殖 0 0 550 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1003号 ひび建養殖 0 0 340 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1004号 ひび建養殖 13 480 500 96.0 3,694 〇 適切かつ有効に活用されている

第1005号 ひび建養殖 15 480 630 76.2 3,694 〇 適切かつ有効に活用されている

第1006号 ひび建養殖 2 60 590 10.2 416 〇 適切かつ有効に活用されている

第1007号 ひび建養殖 0 0 1,830 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1008号 ひび建養殖 0 0 880 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1009号 ひび建養殖 67 3,050 3,320 91.9 23,470 〇 適切かつ有効に活用されている

第1010号 ひび建養殖 42 1,496 1,740 86.0 11,512 〇 適切かつ有効に活用されている

第1011号 ひび建養殖 18 440 610 72.1 2,952 〇 適切かつ有効に活用されている

第1012号 ひび建養殖 23 653 700 93.3 5,025 〇 適切かつ有効に活用されている

第1013号 ひび建養殖 14 550 730 75.3 3,690 〇 適切かつ有効に活用されている

第1014号 ひび建養殖 5 330 330 100.0 2,214 〇 適切かつ有効に活用されている

第1015号 ひび建養殖 9 250 250 100.0 1,924 〇 適切かつ有効に活用されている

第1016号 ひび建養殖 45 3,080 3,080 100.0 23,701 〇 適切かつ有効に活用されている

第1017号 ひび建養殖 22 840 840 100.0 6,464 〇 適切かつ有効に活用されている

第1018号 ひび建養殖 10 630 770 81.8 4,367 〇 適切かつ有効に活用されている

第1019号 ひび建養殖 0 0 420 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1020号 ひび建養殖 0 0 200 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1021号 ひび建養殖 24 269 760 35.4 2,070 〇 適切かつ有効に活用されている

第1022号 ひび建養殖 36 1,750 2,040 85.8 12,131 〇 適切かつ有効に活用されている

第1023号 ひび建養殖 12 720 720 100.0 5,142 〇 適切かつ有効に活用されている

第1024号 ひび建養殖 8 370 370 100.0 2,847 〇 適切かつ有効に活用されている

第1025号 ひび建養殖 25 1,200 1,200 100.0 9,234 〇 適切かつ有効に活用されている

第1026号 ひび建養殖 12 1,060 1,120 94.6 7,348 〇 適切かつ有効に活用されている

第1027号 ひび建養殖 25 2,570 3,050 84.3 17,815 〇 適切かつ有効に活用されている

第1028号 ひび建養殖 20 1,860 2,670 69.7 12,894 〇 適切かつ有効に活用されている

第1029号 ひび建養殖 21 1,250 1,250 100.0 8,665 〇 適切かつ有効に活用されている

第1030号 ひび建養殖 9 560 640 87.5 3,757 〇 適切かつ有効に活用されている

第1031号 ひび建養殖 11 640 640 100.0 4,925 〇 適切かつ有効に活用されている

第1032号 ひび建養殖 44 2,250 2,420 93.0 15,755 〇 適切かつ有効に活用されている

・漁業権行使規則の取組実績

令和4年4月30日

１ 資源管理の状況等

・行使規則の遵守

令和4年7月21日

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施してい
る取組

・その他の取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥

・海況に合わせた集団管理の徹底（網撤去期間、支柱撤去開始日等の遵守）
・活性処理剤残液回収の実施
・有明水産振興センターより発出される海況情報、ノリ養殖情報の生産者への周知

２ 漁場の活用の状況
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漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

柵数
（柵）

張込可能
柵数

行使率
(%)

水揚枚数
（千枚）

点検結果 評価

２ 漁場の活用の状況

第1033号 ひび建養殖 27 1,490 1,490 100.0 10,433 〇 適切かつ有効に活用されている

第1034号 ひび建養殖 22 1,200 1,210 99.2 8,402 〇 適切かつ有効に活用されている

第1035号 ひび建養殖 34 1,670 1,820 91.8 11,693 〇 適切かつ有効に活用されている

第1036号 ひび建養殖 15 550 830 66.3 3,813 〇 適切かつ有効に活用されている

第1037号 ひび建養殖 13 600 600 100.0 4,617 〇 適切かつ有効に活用されている

第1038号 ひび建養殖 23 942 1,050 89.7 7,249 〇 適切かつ有効に活用されている

第1039号 ひび建養殖 0 0 650 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1040号 ひび建養殖 14 690 910 75.8 4,831 〇 適切かつ有効に活用されている

第1041号 ひび建養殖 22 1,270 1,270 100.0 9,773 〇 適切かつ有効に活用されている

第1042号 ひび建養殖 15 1,080 1,080 100.0 7,712 〇 適切かつ有効に活用されている

第1043号 ひび建養殖 19 1,730 1,810 95.6 11,607 〇 適切かつ有効に活用されている

第1044号 ひび建養殖 28 1,640 1,730 94.8 12,620 〇 適切かつ有効に活用されている

第1045号 ひび建養殖 9 560 720 77.8 3,757 〇 適切かつ有効に活用されている

第1046号 ひび建養殖 21 1,420 1,930 73.6 9,843 〇 適切かつ有効に活用されている

第1047号 ひび建養殖 28 1,800 2,000 90.0 12,478 〇 適切かつ有効に活用されている

第1048号 ひび建養殖 28 2,040 2,610 78.2 14,141 〇 適切かつ有効に活用されている

第1049号 ひび建養殖 24 1,810 2,160 83.8 12,547 〇 適切かつ有効に活用されている

第1050号 ひび建養殖 24 1,820 2,100 86.7 12,616 〇 適切かつ有効に活用されている

第1051号 ひび建養殖 28 1,790 3,240 55.2 12,408 〇 適切かつ有効に活用されている

第1052号 ひび建養殖 15 850 2,100 40.5 5,703 〇 適切かつ有効に活用されている

第1053号 ひび建養殖 50 2,708 3,320 81.6 18,961 〇 適切かつ有効に活用されている

第1054号 ひび建養殖 32 1,660 2,060 80.6 11,623 〇 適切かつ有効に活用されている

第1055号 ひび建養殖 17 1,380 1,710 80.7 9,258 〇 適切かつ有効に活用されている

第1056号 ひび建養殖 15 850 870 97.7 6,070 〇 適切かつ有効に活用されている

第1057号 ひび建養殖 15 1,020 1,030 99.0 7,284 〇 適切かつ有効に活用されている

第1058号 ひび建養殖 52 2,740 3,200 85.6 19,566 〇 適切かつ有効に活用されている

第1059号 ひび建養殖 35 2,280 2,570 88.7 16,281 〇 適切かつ有効に活用されている

第1060号 ひび建養殖 25 1,700 1,830 92.9 12,140 〇 適切かつ有効に活用されている

第1061号 ひび建養殖 61 3,220 3,270 98.5 22,994 〇 適切かつ有効に活用されている

第1062号 ひび建養殖 34 2,820 2,990 94.3 20,138 〇 適切かつ有効に活用されている

第1063号 ひび建養殖 25 1,600 1,720 93.0 11,426 〇 適切かつ有効に活用されている

第1064号 ひび建養殖 31 1,820 2,290 79.5 12,997 〇 適切かつ有効に活用されている

第1065号 ひび建養殖 33 1,920 2,110 91.0 13,711 〇 適切かつ有効に活用されている

第1066号 ひび建養殖 0 0 1,690 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1067号 ひび建養殖 21 780 1,390 56.1 5,570 〇 適切かつ有効に活用されている

第1068号 ひび建養殖 64 1,970 4,060 48.5 14,068 〇 適切かつ有効に活用されている

第1069号 ひび建養殖 11 340 980 34.7 2,381 〇 適切かつ有効に活用されている

第1070号 ひび建養殖 24 840 1,440 58.3 5,998 〇 適切かつ有効に活用されている

第1071号 ひび建養殖 44 1,510 2,310 65.4 10,783 〇 適切かつ有効に活用されている

第1072号 ひび建養殖 11 380 660 57.6 2,393 〇 適切かつ有効に活用されている

第1073号 ひび建養殖 21 1,170 1,170 100.0 8,355 〇 適切かつ有効に活用されている

第1074号 ひび建養殖 14 560 720 77.8 3,757 〇 適切かつ有効に活用されている

第1075号 ひび建養殖 42 2,750 3,230 85.1 19,638 〇 適切かつ有効に活用されている

第1076号 ひび建養殖 39 2,100 2,380 88.2 14,996 〇 適切かつ有効に活用されている

第1077号 ひび建養殖 15 1,170 1,200 97.5 7,850 〇 適切かつ有効に活用されている

第1078号 ひび建養殖 14 720 820 87.8 5,142 〇 適切かつ有効に活用されている

第1079号 ひび建養殖 13 800 820 97.6 5,713 〇 適切かつ有効に活用されている

第1080号 ひび建養殖 10 760 920 82.6 5,099 〇 適切かつ有効に活用されている

第1081号 ひび建養殖 7 480 580 82.8 3,220 〇 適切かつ有効に活用されている

第1082号 ひび建養殖 29 1,700 1,760 96.6 12,140 〇 適切かつ有効に活用されている
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第1083号 ひび建養殖 0 0 340 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1084号 ひび建養殖 0 0 790 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1085号 ひび建養殖 0 0 530 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1086号 ひび建養殖 5 150 650 23.1 945 〇 適切かつ有効に活用されている

第1087号 ひび建養殖 6 180 540 33.3 1,285 〇 適切かつ有効に活用されている

第1088号 ひび建養殖 14 13 620 2.1 100 〇 適切かつ有効に活用されている

第1089号 ひび建養殖 16 400 710 56.3 2,684 〇 適切かつ有効に活用されている

第1090号 ひび建養殖 26 670 900 74.4 4,495 〇 適切かつ有効に活用されている

第1091号 ひび建養殖 22 990 1,030 96.1 7,070 〇 適切かつ有効に活用されている

第1092号 ひび建養殖 24 1,320 1,320 100.0 9,426 〇 適切かつ有効に活用されている

第1093号 ひび建養殖 20 1,100 1,100 100.0 7,380 〇 適切かつ有効に活用されている

第1094号 ひび建養殖 32 1,890 2,100 90.0 13,496 〇 適切かつ有効に活用されている

第1095号 ひび建養殖 26 1,080 1,240 87.1 7,712 〇 適切かつ有効に活用されている

第1096号 ひび建養殖 20 800 830 96.4 5,602 〇 適切かつ有効に活用されている

第1097号 ひび建養殖 24 800 850 94.1 5,602 〇 適切かつ有効に活用されている

第1098号 ひび建養殖 21 1,200 1,240 96.8 8,569 〇 適切かつ有効に活用されている

第1099号 ひび建養殖 20 2,310 2,380 97.1 16,496 〇 適切かつ有効に活用されている

第1100号 ひび建養殖 42 1,480 1,480 100.0 10,363 〇 適切かつ有効に活用されている

第1101号 ひび建養殖 0 0 1,620 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1102号 ひび建養殖 43 1,980 2,910 68.0 12,468 〇 適切かつ有効に活用されている

第1103号 ひび建養殖 43 1,300 1,300 100.0 9,103 〇 適切かつ有効に活用されている

第1104号 ひび建養殖 23 720 820 87.8 4,534 〇 適切かつ有効に活用されている

第1105号 ひび建養殖 18 720 720 100.0 4,534 〇 適切かつ有効に活用されている

第1106号 ひび建養殖 42 1,170 1,220 95.9 8,192 〇 適切かつ有効に活用されている

第1107号 ひび建養殖 36 1,560 1,560 100.0 11,140 〇 適切かつ有効に活用されている

第1108号 ひび建養殖 23 960 960 100.0 6,045 〇 適切かつ有効に活用されている

第1109号 ひび建養殖 17 800 820 97.6 5,038 〇 適切かつ有効に活用されている

第1110号 ひび建養殖 22 540 620 87.1 4,155 〇 適切かつ有効に活用されている

第1111号 ひび建養殖 16 700 730 95.9 4,901 〇 適切かつ有効に活用されている

第1112号 ひび建養殖 10 400 400 100.0 2,801 〇 適切かつ有効に活用されている

第1113号 ひび建養殖 29 1,700 1,720 98.8 10,705 〇 適切かつ有効に活用されている

第1114号 ひび建養殖 31 1,700 1,790 95.0 10,705 〇 適切かつ有効に活用されている

第1115号 ひび建養殖 12 400 420 95.2 2,801 〇 適切かつ有効に活用されている

第1116号 ひび建養殖 17 620 620 100.0 4,341 〇 適切かつ有効に活用されている

第1117号 ひび建養殖 47 1,220 1,260 96.8 7,682 〇 適切かつ有効に活用されている

第1118号 ひび建養殖 0 0 570 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1119号 ひび建養殖 0 0 330 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1120号 ひび建養殖 24 900 1,300 69.2 5,667 〇 適切かつ有効に活用されている

第1121号 ひび建養殖 25 900 980 91.8 5,667 〇 適切かつ有効に活用されている

第1122号 ひび建養殖 21 595 670 88.8 4,579 〇 適切かつ有効に活用されている

第1123号 ひび建養殖 16 900 950 94.7 5,667 〇 適切かつ有効に活用されている

第1124号 ひび建養殖 23 1,200 1,200 100.0 7,556 〇 適切かつ有効に活用されている

第1125号 ひび建養殖 24 1,000 1,000 100.0 6,297 〇 適切かつ有効に活用されている

第1126号 ひび建養殖 29 1,400 1,580 88.6 8,816 〇 適切かつ有効に活用されている

第1127号 ひび建養殖 21 550 610 90.2 3,463 〇 適切かつ有効に活用されている

第1128号 ひび建養殖 0 0 690 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1129号 ひび建養殖 0 0 680 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1130号 ひび建養殖 0 0 520 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1131号 ひび建養殖 0 0 530 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1132号 ひび建養殖 39 1,520 2,640 57.6 9,571 〇 適切かつ有効に活用されている
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第1133号 ひび建養殖 34 1,720 1,720 100.0 10,831 〇 適切かつ有効に活用されている

第1134号 ひび建養殖 30 1,340 1,350 99.3 8,438 〇 適切かつ有効に活用されている

第1135号 ひび建養殖 36 1,340 1,360 98.5 8,438 〇 適切かつ有効に活用されている

第1136号 ひび建養殖 26 910 930 97.8 5,730 〇 適切かつ有効に活用されている

第1137号 ひび建養殖 0 0 210 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1138号 ひび建養殖 0 0 1,670 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1139号 ひび建養殖 0 0 560 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1140号 ひび建養殖 0 0 740 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1141号 ひび建養殖 19 580 610 95.1 3,097 〇 適切かつ有効に活用されている

第1142号 ひび建養殖 24 1,060 1,140 93.0 6,675 〇 適切かつ有効に活用されている

第1143号 ひび建養殖 0 0 770 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1144号 ひび建養殖 0 0 1,400 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1145号 ひび建養殖 16 520 670 77.6 2,776 〇 適切かつ有効に活用されている

第1146号 ひび建養殖 28 1,512 1,940 77.9 9,914 〇 適切かつ有効に活用されている

第1147号 ひび建養殖 12 1,088 1,380 78.8 7,134 〇 適切かつ有効に活用されている

第1148号 ひび建養殖 21 920 930 98.9 5,793 〇 適切かつ有効に活用されている

第1149号 ひび建養殖 12 384 480 80.0 2,518 〇 適切かつ有効に活用されている

第1150号 ひび建養殖 12 1,096 1,680 65.2 7,186 〇 適切かつ有効に活用されている

第1151号 ひび建養殖 12 680 940 72.3 4,459 〇 適切かつ有効に活用されている

第1152号 ひび建養殖 0 0 210 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1153号 ひび建養殖 0 0 650 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1154号 ひび建養殖 9 480 2,210 21.7 2,563 〇 適切かつ有効に活用されている

第1155号 ひび建養殖 30 820 1,060 77.4 5,350 〇 適切かつ有効に活用されている

第1156号 ひび建養殖 19 800 830 96.4 4,271 〇 適切かつ有効に活用されている

第1157号 ひび建養殖 19 1,300 1,510 86.1 8,524 〇 適切かつ有効に活用されている

第1158号 ひび建養殖 12 1,440 1,800 80.0 9,442 〇 適切かつ有効に活用されている

第1159号 ひび建養殖 12 480 480 100.0 3,023 〇 適切かつ有効に活用されている

第1160号 ひび建養殖 17 490 590 83.1 3,197 〇 適切かつ有効に活用されている

第1161号 ひび建養殖 19 1,680 1,680 100.0 8,970 〇 適切かつ有効に活用されている

第1162号 ひび建養殖 29 850 850 100.0 5,545 〇 適切かつ有効に活用されている

第1163号 ひび建養殖 15 420 440 95.5 2,242 〇 適切かつ有効に活用されている

第1164号 ひび建養殖 16 340 360 94.4 2,218 〇 適切かつ有効に活用されている

第1165号 ひび建養殖 33 920 920 100.0 6,002 〇 適切かつ有効に活用されている

第1166号 ひび建養殖 19 1,010 1,010 100.0 5,392 〇 適切かつ有効に活用されている

第1167号 ひび建養殖 19 1,200 1,200 100.0 7,868 〇 適切かつ有効に活用されている

第1168号 ひび建養殖 29 770 770 100.0 5,023 〇 適切かつ有効に活用されている

第1169号 ひび建養殖 19 1,160 1,160 100.0 7,606 〇 適切かつ有効に活用されている

第1170号 ひび建養殖 8 190 320 59.4 1,240 〇 適切かつ有効に活用されている

第1171号 ひび建養殖 10 280 330 84.8 1,827 〇 適切かつ有効に活用されている

第1172号 ひび建養殖 7 360 370 97.3 1,846 〇 適切かつ有効に活用されている

第1173号 ひび建養殖 16 800 820 97.6 4,102 〇 適切かつ有効に活用されている

第1174号 ひび建養殖 27 1,560 1,700 91.8 7,998 〇 適切かつ有効に活用されている

第1175号 ひび建養殖 52 1,880 1,970 95.4 12,265 〇 適切かつ有効に活用されている

第1176号 ひび建養殖 26 888 1,090 81.5 5,793 〇 適切かつ有効に活用されている

第1177号 ひび建養殖 36 1,672 2,120 78.9 10,908 〇 適切かつ有効に活用されている

第1178号 ひび建養殖 45 2,592 2,980 87.0 16,910 〇 適切かつ有効に活用されている

第1179号 ひび建養殖 46 2,160 2,560 84.4 14,092 〇 適切かつ有効に活用されている

第1180号 ひび建養殖 43 2,104 2,700 77.9 13,726 〇 適切かつ有効に活用されている

第1181号 ひび建養殖 27 1,344 1,680 80.0 8,768 〇 適切かつ有効に活用されている

第1182号 ひび建養殖 49 1,900 1,950 97.4 12,396 〇 適切かつ有効に活用されている
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第1183号 ひび建養殖 32 1,700 2,170 78.3 11,091 〇 適切かつ有効に活用されている

第1184号 ひび建養殖 20 864 1,080 80.0 5,637 〇 適切かつ有効に活用されている

第1185号 ひび建養殖 13 1,100 1,300 84.6 5,640 〇 適切かつ有効に活用されている

第1186号 ひび建養殖 19 1,700 2,000 85.0 8,716 〇 適切かつ有効に活用されている

第1187号 ひび建養殖 19 1,700 2,000 85.0 8,716 〇 適切かつ有効に活用されている

第1188号 ひび建養殖 25 1,440 1,800 80.0 7,383 〇 適切かつ有効に活用されている

第1189号 ひび建養殖 19 380 380 100.0 1,948 〇 適切かつ有効に活用されている

第1190号 ひび建養殖 5 220 370 59.5 1,128 〇 適切かつ有効に活用されている

第1191号 ひび建養殖 31 1,620 1,970 82.2 8,306 〇 適切かつ有効に活用されている

第1192号 ひび建養殖 31 1,620 1,950 83.1 8,306 〇 適切かつ有効に活用されている

第1193号 ひび建養殖 19 864 1,260 68.6 5,665 〇 適切かつ有効に活用されている

第1194号 ひび建養殖 13 640 910 70.3 3,417 〇 適切かつ有効に活用されている

第1195号 ひび建養殖 11 768 970 79.2 4,100 〇 適切かつ有効に活用されている

第1196号 ひび建養殖 19 944 1,360 69.4 6,190 〇 適切かつ有効に活用されている

第1197号 ひび建養殖 13 800 1,160 69.0 5,246 〇 適切かつ有効に活用されている

第1198号 ひび建養殖 14 640 930 68.8 3,417 〇 適切かつ有効に活用されている

第1199号 ひび建養殖 10 480 1,040 46.2 3,132 〇 適切かつ有効に活用されている

第1200号 ひび建養殖 20 984 1,620 60.7 6,420 〇 適切かつ有効に活用されている

第1201号 ひび建養殖 8 312 670 46.6 2,035 〇 適切かつ有効に活用されている

第1202号 ひび建養殖 22 1,008 1,540 65.5 6,576 〇 適切かつ有効に活用されている

第1203号 ひび建養殖 8 480 600 80.0 2,563 〇 適切かつ有効に活用されている

第1204号 ひび建養殖 8 576 640 90.0 3,075 〇 適切かつ有効に活用されている

第1205号 ひび建養殖 9 416 730 57.0 2,714 〇 適切かつ有効に活用されている

第1206号 ひび建養殖 9 400 490 81.6 2,136 〇 適切かつ有効に活用されている

第1207号 ひび建養殖 17 608 890 68.3 3,246 〇 適切かつ有効に活用されている

第1208号 ひび建養殖 18 768 1,160 66.2 5,036 〇 適切かつ有効に活用されている

第1209号 ひび建養殖 7 448 690 64.9 2,938 〇 適切かつ有効に活用されている

第1210号 ひび建養殖 16 448 600 74.7 2,392 〇 適切かつ有効に活用されている

第1211号 ひび建養殖 7 288 520 55.4 1,888 〇 適切かつ有効に活用されている

第1212号 ひび建養殖 8 1,248 3,190 39.1 3,645 〇 適切かつ有効に活用されている

第1213号 ひび建養殖 8 1,392 3,740 37.2 4,066 〇 適切かつ有効に活用されている

第1214号 ひび建養殖 7 288 2,630 11.0 841 〇 適切かつ有効に活用されている

第1215号 ひび建養殖 18 880 1,120 78.6 1,787 〇 適切かつ有効に活用されている

第1216号 ひび建養殖 0 0 2,560 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1217号 ひび建養殖 25 2,080 3,300 63.0 4,224 〇 適切かつ有効に活用されている

第1218号 ひび建養殖 20 960 2,000 48.0 1,950 〇 適切かつ有効に活用されている

第1219号 ひび建養殖 23 1,312 2,510 52.3 2,665 〇 適切かつ有効に活用されている

第1221号 ひび建養殖 6 260 1,760 14.8 739 〇 適切かつ有効に活用されている

第1222号 ひび建養殖 17 912 1,980 46.1 1,852 〇 適切かつ有効に活用されている

第1224号 ひび建養殖 20 1,216 1,990 61.1 2,470 〇 適切かつ有効に活用されている

第1226号 ひび建養殖 18 1,072 2,270 47.2 2,177 〇 適切かつ有効に活用されている

第1227号 ひび建養殖 10 0 640 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1228号 ひび建養殖 0 0 1,100 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1229号 ひび建養殖 16 740 820 90.2 1,503 〇 適切かつ有効に活用されている

第1230号 ひび建養殖 8 280 430 65.1 569 〇 適切かつ有効に活用されている

第1231号 ひび建養殖 30 1,572 2,040 77.1 3,193 〇 適切かつ有効に活用されている

第1232号 ひび建養殖 29 1,820 2,610 69.7 3,696 〇 適切かつ有効に活用されている

第1233号 ひび建養殖 5 200 640 31.3 584 〇 適切かつ有効に活用されている

第1234号 ひび建養殖 9 1,120 1,300 86.2 3,272 〇 適切かつ有効に活用されている

第1235号 ひび建養殖 9 820 2,980 27.5 2,395 〇 適切かつ有効に活用されている
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第1236号 ひび建養殖 8 320 720 44.4 909 〇 適切かつ有効に活用されている

第1237号 ひび建養殖 10 720 1,200 60.0 2,046 〇 適切かつ有効に活用されている

第1238号 ひび建養殖 9 1,200 1,770 67.8 3,505 〇 適切かつ有効に活用されている

第1239号 ひび建養殖 9 980 1,040 94.2 2,863 〇 適切かつ有効に活用されている

第1240号 ひび建養殖 10 1,680 2,830 59.4 4,773 〇 適切かつ有効に活用されている

第1241号 ひび建養殖 14 1,260 1,620 77.8 3,580 〇 適切かつ有効に活用されている

第1242号 ひび建養殖 10 1,080 1,350 80.0 3,068 〇 適切かつ有効に活用されている

第1243号 ひび建養殖 14 1,400 1,400 100.0 3,977 〇 適切かつ有効に活用されている

第1244号 ひび建養殖 6 1,800 3,410 52.8 5,114 〇 適切かつ有効に活用されている

第1245号 ひび建養殖 25 2,720 3,420 79.5 7,728 〇 適切かつ有効に活用されている

第1246号 ひび建養殖 20 2,400 3,710 64.7 6,818 〇 適切かつ有効に活用されている

第1247号 ひび建養殖 0 0 570 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1248号 ひび建養殖 26 3,500 4,160 84.1 9,944 〇 適切かつ有効に活用されている

第1249号 ひび建養殖 21 2,160 3,700 58.4 6,137 〇 適切かつ有効に活用されている

第1250号 ひび建養殖 25 1,060 1,170 90.6 3,011 〇 適切かつ有効に活用されている

第1251号 ひび建養殖 43 1,300 1,300 100.0 3,693 〇 適切かつ有効に活用されている

第1252号 ひび建養殖 46 1,550 1,560 99.4 4,404 〇 適切かつ有効に活用されている

第1253号 ひび建養殖 44 1,800 1,820 98.9 5,114 〇 適切かつ有効に活用されている

第1254号 ひび建養殖 15 700 720 97.2 1,989 〇 適切かつ有効に活用されている

第1255号 ひび建養殖 21 920 930 98.9 2,614 〇 適切かつ有効に活用されている

第1256号 ひび建養殖 30 1,560 1,560 100.0 4,432 〇 適切かつ有効に活用されている

第1257号 ひび建養殖 43 1,800 1,820 98.9 5,114 〇 適切かつ有効に活用されている

第1258号 ひび建養殖 30 1,480 1,560 94.9 4,205 〇 適切かつ有効に活用されている

第1259号 ひび建養殖 17 800 980 81.6 2,273 〇 適切かつ有効に活用されている

第1260号 ひび建養殖 45 1,680 1,680 100.0 4,773 〇 適切かつ有効に活用されている

第1261号 ひび建養殖 41 1,260 1,440 87.5 3,580 〇 適切かつ有効に活用されている

第1262号 ひび建養殖 24 840 860 97.7 2,386 〇 適切かつ有効に活用されている

第1263号 ひび建養殖 22 890 900 98.9 2,528 〇 適切かつ有効に活用されている

第1264号 ひび建養殖 5 848 3,420 24.8 254 〇 適切かつ有効に活用されている

第1265号 ひび建養殖 5 704 2,950 23.9 211 〇 適切かつ有効に活用されている

第1266号 ひび建養殖 5 128 550 23.3 38 〇 適切かつ有効に活用されている

第1267号 ひび建養殖 10 1,008 1,810 55.7 302 〇 適切かつ有効に活用されている

第1268号 ひび建養殖 10 800 1,130 70.8 240 〇 適切かつ有効に活用されている

第1269号 ひび建養殖 10 480 860 55.8 144 〇 適切かつ有効に活用されている

第1272号 ひび建養殖 5 20 760 2.6 1 〇 適切かつ有効に活用されている

第1273号 ひび建養殖 5 500 1,130 44.2 27 〇 適切かつ有効に活用されている

第1277号 浮き流し養殖 5 1,120 2,950 38.0 59 〇 適切かつ有効に活用されている

第1278号 ひび建養殖 12 500 510 98.0 3,501 〇 適切かつ有効に活用されている

第1279号 ひび建養殖 0 0 500 0.0 0 〇 適切かつ有効に活用されている

第1280号 ひび建養殖 0 0 480 0.0 0 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第1281号 ひび建養殖 13 560 910 61.5 3,526 〇 適切かつ有効に活用されている

第1282号 ひび建養殖 14 630 680 92.6 3,967 〇 適切かつ有効に活用されている

第1283号 ひび建養殖 19 840 1,250 67.2 5,289 〇 適切かつ有効に活用されている

第1284号 ひび建養殖 17 680 780 87.2 4,282 〇 適切かつ有効に活用されている

第1287号 ひび建養殖 8 352 720 48.9 715 〇 適切かつ有効に活用されている

第1288号 ひび建養殖 10 704 950 74.1 211 〇 適切かつ有効に活用されている
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第一種区画漁業権（かきひび建て養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第2001号 ひび建養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2002号 ひび建養殖 3 0 無 × 適切かつ有効に活用されている

第2003号 ひび建養殖 1 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2004号 ひび建養殖 3 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2005号 ひび建養殖 1 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2006号 ひび建養殖 11 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2007号 ひび建養殖 1 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2008号 ひび建養殖 15 16,000 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第2009号 ひび建養殖 5 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2010号 ひび建養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第2011号 ひび建養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第2012号 ひび建養殖 16 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第2013号 ひび建養殖 13 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第2014号 ひび建養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

・その他の取組

２ 漁場の活用の状況

令和4年7月21日

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施してい
る取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥
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令和4年7月21日
漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第一種区画漁業権（かき垂下式養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第2101号 ひび建養殖 16 13,630 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第2102号 ひび建養殖 1 428 有 〇 適切かつ有効に活用されている

・その他の取組 ・潜水による養殖施設の繋留状況確認を実施。

２ 漁場の活用の状況

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施して
いる取組
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第一種区画漁業権（もがいひび建て養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第3001号 ひび建養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3002号 ひび建養殖 9 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3003号 ひび建養殖 0 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3004号 ひび建養殖 4 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3005号 ひび建養殖 54 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3006号 ひび建養殖 33 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3007号 ひび建養殖 7 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3008号 ひび建養殖 9 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3009号 ひび建養殖 3 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3010号 ひび建養殖 6 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3011号 ひび建養殖 6 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3012号 ひび建養殖 3 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3013号 ひび建養殖 7 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3014号 ひび建養殖 5 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3015号 ひび建養殖 2 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3016号 ひび建養殖 33 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3017号 ひび建養殖 4 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3018号 ひび建養殖 8 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3019号 ひび建養殖 7 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3020号 ひび建養殖 61 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3021号 ひび建養殖 0 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3022号 ひび建養殖 9 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3023号 ひび建養殖 6 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

・その他の取組
・県が配布する採苗器の設置
・海底耕うんの実施

２ 漁場の活用の状況

令和4年7月21日

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施して
いる取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥
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漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

２ 漁場の活用の状況

第3024号 ひび建養殖 9 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3025号 ひび建養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3026号 ひび建養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3027号 ひび建養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3028号 ひび建養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3029号 ひび建養殖 9 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3030号 ひび建養殖 9 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第三種区画漁業権（もがい地撒き養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第3301号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3302号 地撒養殖 9 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3303号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3304号 地撒養殖 4 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3305号 地撒養殖 2 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3306号 地撒養殖 54 15,762 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第3307号 地撒養殖 33 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3308号 地撒養殖 7 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3309号 地撒養殖 9 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3310号 地撒養殖 3 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3311号 地撒養殖 9 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3312号 地撒養殖 3 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3313号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3314号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3315号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3316号 地撒養殖 7 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3317号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3318号 地撒養殖 2 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3319号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3320号 地撒養殖 4 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3321号 地撒養殖 7 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3322号 地撒養殖 8 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3323号 地撒養殖 7 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3324号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

・その他の取組

２ 漁場の活用の状況

令和4年7月21日

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施してい
る取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥
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漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

２ 漁場の活用の状況

第3325号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3326号 地撒養殖 8 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3327号 地撒養殖 4 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3328号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3330号 地撒養殖 6 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3331号 地撒養殖 3 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3332号 地撒養殖 9 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3333号 地撒養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3334号 地撒養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3335号 地撒養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3336号 地撒養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3337号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3338号 地撒養殖 7 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3339号 地撒養殖 8 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3340号 地撒養殖 8 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3341号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3342号 地撒養殖 6 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第3343号 地撒養殖 6 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第三種区画漁業権（あさり地撒き養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第4001号 地撒養殖 15 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4002号 地撒養殖 5 2 有 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4003号 地撒養殖 1 100 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第4004号 地撒養殖 1 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4005号 地撒養殖 3 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4006号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4007号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4008号 地撒養殖 3 50 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第4009号 地撒養殖 16 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4010号 地撒養殖 16 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4011号 地撒養殖 15 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4012号 地撒養殖 46 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4013号 地撒養殖 32 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4014号 地撒養殖 15 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4015号 地撒養殖 15 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4016号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4017号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4018号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4020号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4021号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4022号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4023号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4024号 地撒養殖 12 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4025号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4026号 地撒養殖 119 0 無 〇 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4027号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

・その他の取組 ・海底耕うん

２ 漁場の活用の状況

令和4年7月21日

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施してい
る取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥
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漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

２ 漁場の活用の状況

第4028号 地撒養殖 119 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第4029号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4030号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4031号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4032号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4033号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4034号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4035号 地撒養殖 136 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第4036号 地撒養殖 57 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4037号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4038号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4039号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4040号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4041号 地撒養殖 57 0 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第4042号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4043号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4044号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4045号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4046号 地撒養殖 119 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第4047号 地撒養殖 119 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第4048号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4049号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4050号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4051号 地撒養殖 57 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4052号 地撒養殖 119 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4054号 地撒養殖 15 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4055号 地撒養殖 15 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4056号 地撒養殖 1 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4057号 地撒養殖 3 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4058号 地撒養殖 2 1,735 有 〇 適切かつ有効に活用されている

第4059号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4060号 地撒養殖 8 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4061号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4062号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4063号 地撒養殖 119 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第4064号 地撒養殖 119 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第4065号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第4066号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第三種区画漁業権（あげまき地撒き養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第5001号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5002号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5003号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5004号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5005号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5006号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5007号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5008号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5009号 地撒養殖 3 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5010号 地撒養殖 25 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5011号 地撒養殖 24 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5012号 地撒養殖 25 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5013号 地撒養殖 13 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5014号 地撒養殖 13 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5015号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5016号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5017号 地撒養殖 13 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5018号 地撒養殖 5 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5019号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5020号 地撒養殖 5 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5021号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5022号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5023号 地撒養殖 14 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5024号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5025号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5026号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5027号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

・その他の取組

２ 漁場の活用の状況

令和4年7月21日

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施してい
る取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥
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漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

２ 漁場の活用の状況

第5028号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5029号 地撒養殖 5 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5030号 地撒養殖 5 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5031号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5032号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5033号 地撒養殖 2 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5034号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5035号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5036号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5037号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5038号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5039号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5040号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5041号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5042号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5043号 地撒養殖 4 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5044号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5045号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5046号 地撒養殖 119 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5047号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5048号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5049号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第5050号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第5051号 地撒養殖 27 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5052号 地撒養殖 0 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導

第5053号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用されている

第5054号 地撒養殖 136 0 無 × 利用実態がなく漁業法第91条第１項、第２項の規定基づき指導
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漁業権者 佐賀県有明海漁業協同組合
漁業権の種類 第三種区画漁業権（くまさるぼう地撒き養殖）
報告対象期間 令和3年4月1日 から

漁業権免許番号
（有区）

漁業権の種類
行使者数
（人）

水揚量
（Kg）

行使状況 点検結果 評価

第6001号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6002号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6003号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6004号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6005号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6006号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6007号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

第6008号 地撒養殖 0 0 無 〇 適切かつ有効に活用

・その他の取組

２ 漁場の活用の状況

令和4年7月21日

令和4年3月31日

１ 資源管理の状況等

・漁業権行使規則の取組実績 ・行使規則の遵守

・区画漁業権内の漁場環境保全のため実施して
いる取組

・海面清掃の実施（河川より流下する枯草（ヨシ等）の除去）
 10/6〜2/19まで、計10回（50日間） 回収量152.29㎥
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制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
及
び
ク
の
各
点
を
順
次
に
結
ん

だ
直
線
と
、
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
 

ア
 
佐
賀
市
川
副
町
大
字
大
詫
間
字
昭
和
搦
南
西
角
 

イ
 
１
２
８
号
鋼
管
と
１
４
１
号
鋼
管
を
結
ん
だ
線
の
延
長
線
で
１

４
１
号
鋼
管
か
ら
７
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
 

ウ
 
１
１
号
鋼
管
と
１
２
９
号
鋼
管
を
結
ん
だ
線
の
延
長
線
で
１
２

９
号
鋼
管
か
ら
８
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
 

エ
 
３
５
号
鋼
管
 

オ
 
３
０
４
号
鋼
管
と
３
２
１
号
鋼
管
を
結
ん
だ
線
の
延
長
線
で
３

２
１
号
鋼
管
か
ら
６
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
 

カ
 
４
３
２
号
鋼
管
 

キ
 
４
２
５
号
鋼
管
 

ク
 
亀
の
瀬
灯
台
 

６
 
漁
業
時
期
 

の
り
養
殖
支
柱
撤
去
完
了
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
年
の
８
月
３
１
日
ま
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で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
）
 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
５
年
２
月
２
８
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
１

１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す
る
。
 

 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
８
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開
 

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
７
月
２
９
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
８
０
件

に
到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更

に
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最

で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
）
 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
２
月
２
９
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
１

１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
令
和
５
年
１
月
１
０
日
ま

で
と
す
る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
７
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
７
月
３
０
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
７
０
件
に
到
達
す
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後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う

ち
、
許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

  ４
 
合
計
数
が
１
８
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
７
月
２
９

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

   第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
８
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 

  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、
今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知

事
許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
７
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
７
月
９
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
と
き
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
 

 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
７
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 

（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。

た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
５
年
２
月
２
８
日
ま
で
に
受

付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。 

  

（
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
か
ら
許
可

を
承
継
し
、
許
可
を
有
し
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
。
（
従
前
の
当
該
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
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     （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
４
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
に
該
当
し
な
い
者
 

     

第
５
 
条
件
 

１
 
使
用
す
る
網
の
長
さ
は
、
２
０
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
、
網

丈
は
４
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
外
網
２
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
内
網
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
 

２
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

者
が
、
こ
の
許
可
方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
こ
と
に
伴

い
許
可
を
承
継
す
る
場
合
を
含
む
。
）
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用

は
、
許
可
を
承
継
す
る
者
が
、
許
可
を
譲
渡
す
る
者
と
２
親
等
以
内

の
親
族
で
あ
る
場
合
又
は
許
可
を
譲
渡
す
る
者
の
下
で
３
漁
業
時
期

以
上
、
当
該
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
限
る
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
漁
業
の
許
可
（
従
前
の

許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
 

（
５
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
 

（
６
）
 上

記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 第
５
 
条
件
 

１
 
使
用
す
る
網
の
長
さ
は
、
２
０
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
、
網

丈
は
４
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
外
網
２
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
内
網
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
 

２
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
長
柄
じ
ょ
れ
ん
船
び
き
漁
業
）
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

手
繰
第
３
種
漁
業
 長

柄
じ
ょ
れ
ん
船
び
き
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

制
限
な
し
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

推
進
機
関
の
馬
力
数
は
、
４
５
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、

漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
１
３
年
農
林
水
産
省

令
第
１
５
３
号
）
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
漁
船
の
推
進
機
関
の
馬
力
数
は
、
９
０
馬
力
 

以
下
と
す
る
。
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
漁
業
協
同
組
合
が
所
有
す
る
第
３
種
区
画
漁
業
権
（
も

が
い
養
殖
業
）
漁
場
内
。
た
だ
し
、
所
属
す
る
支
所
に
関
す
る
第
３
種
区

画
漁
業
権
（
も
が
い
養
殖
業
）
漁
場
内
に
限
る
。
 

６
 
漁
業
時
期
 

３
月
１
日
か
ら
８
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
第
３
種
区
画
漁
業
権
（
も
が
い
養
殖
業
）
漁
場
内
に
お
い
て
、

当
該
漁
業
の
行
使
者
が
、
そ
の
養
殖
も
が
い
を
採
捕
す
る
場
合
に

限
る
。
 

（
２
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

手
繰
第
３
種
漁
業
 長

柄
じ
ょ
れ
ん
船
び
き
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

制
限
な
し
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

推
進
機
関
の
馬
力
数
は
、
４
５
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、

漁
船
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
１
３
年
農
林
水
産
省

令
第
１
５
３
号
）
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
漁
船
の
推
進
機
関
の
馬
力
数
は
、
９
０
馬
力
 

以
下
と
す
る
。
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
漁
業
協
同
組
合
が
所
有
す
る
第
３
種
区
画
漁
業
権
（
も

が
い
養
殖
業
）
漁
場
内
。
た
だ
し
、
所
属
す
る
支
所
に
関
す
る
第
３
種
区

画
漁
業
権
（
も
が
い
養
殖
業
）
漁
場
内
に
限
る
。
 

６
 
漁
業
時
期
 

３
月
１
日
か
ら
８
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
第
３
種
区
画
漁
業
権
（
も
が
い
養
殖
業
）
漁
場
内
に
お
い
て
、

当
該
漁
業
の
行
使
者
が
、
そ
の
養
殖
も
が
い
を
採
捕
す
る
場
合
に

限
る
。
 

（
２
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以
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下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
 

（
３
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
４
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
５
年
２
月
２
８
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

規
則
第
１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
７
月

２
９
日
ま
で
 

 第
４
 
条
件
 

１
 
操
業
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

３
月
・
・
・
・
・
午
前
６
時
０
０
分
か
ら
午
後
６
時
０
０
分
ま
で
 

４
月
・
・
・
・
・
午
前
５
時
３
０
分
か
ら
午
後
７
時
０
０
分
ま
で
 

５
月
以
降
・
・
・
午
前
５
時
０
０
分
か
ら
午
後
７
時
３
０
分
ま
で
 

２
 
操
業
の
際
は
、
県
が
定
め
る
標
旗
及
び
平
成
３
０
年
７
月
２
７
日
付
け

佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
４
１
号
に
規
定
す
る
標

識
旗
（
漁
協
標
識
旗
）
を
、
船
舷
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に

掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
 

（
３
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
４
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
２
月
２
９
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

規
則
第
１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
令
和
９
年
７
月

３
０
日
ま
で
 

 第
４
 
条
件
 

１
 
操
業
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

３
月
・
・
・
・
・
午
前
６
時
０
０
分
か
ら
午
後
６
時
０
０
分
ま
で
 

４
月
・
・
・
・
・
午
前
５
時
３
０
分
か
ら
午
後
７
時
０
０
分
ま
で
 

５
月
以
降
・
・
・
午
前
５
時
０
０
分
か
ら
午
後
７
時
３
０
分
ま
で
 

２
 
操
業
の
際
は
、
県
が
定
め
る
標
旗
及
び
平
成
３
０
年
７
月
２
７
日
付
け

佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
４
１
号
に
規
定
す
る
標

識
旗
（
漁
協
標
識
旗
）
を
、
船
舷
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に

掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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